
船舶事故調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月１２日 １２時３７分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市津和地
つ わ じ

島東方沖 

 津和地港南防波堤灯台から真方位１９０°１,２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.３′ 東経１３２°３０.９′） 

事故の概要  プレジャーボート琉悠
りゅうゆう

丸は、北東進中、また、プレジャーボート

スターダストⅤは、漂泊中、両船が衝突した。 

 琉悠丸は、左舷船首部に擦過傷を、また、スターダストⅤは、右舷

側の防舷材に亀裂を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年７月１２日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 琉悠丸、３.５トン 

   ＨＳ３－４３０８８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２７０－４６５６６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート スターダストⅤ、５トン未満（長さ７.１４ｍ） 

   ２７０－３５５６６広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷側の防舷材に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過  船長Ａは、約１６ノットの対地速力で北東進中、左舷前方約９００

ｍの所に視認したＢ船とＢ船の東方３００ｍ付近で漂泊中の漁船（以

下「Ｃ船」という。）との間を通過することとし、Ｃ船に注意を向け

ながら手動操舵で航行していたところ、左舷船首の死角から出てきた

Ｂ船の船体を至近に認め、右舵一杯とした。 

 船長Ａは、同乗していた家族及び知人１０人が船尾側に片寄って乗

船していたので船首が浮上し、船首方に死角が生じている状況下、ふ

だんは操舵室の横の窓から顔を出して前方を見たり、レーダーを見た

りしていたものの、本事故当時、レーダーをスタンバイ状態とし、操

舵室の椅子に腰を掛けて目視で見張りをしていた。 

 船長Ｂは、船首からパラシュートアンカーを海中に投入し、北東に

向首した状態で漂泊中、右舷船尾に座り、下を向いて釣りの準備をし



ていたところ、同乗していた友人が船尾方約３０ｍに接近したＡ船に

気付いて船長Ｂに知らせたものの、どうすることもできなかった。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、Ｃ船に注意を向け、死角を補う見張りを適切に

行っていなかったことから、漂泊中のＢ船に接近していることに気付

かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、下を向いた姿勢で釣りの準備をしていて、見張

りを行っていなかったことから、接近するＢ船に気付かずに漂泊を続

けたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが死角を補う見張りを適切に行っておら

ず、また、Ｂ船の船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


